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船橋市立医療センター等建替工事の一般競争入札の実施予定 （事前公表） 
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船橋市立医療センター建替事業については、建設工事に係る予算を令和 6 年度予算案として提出し、予算案が可決されれば、令和 6 年度第一四半期に

建設工事の公告を行う予定で事務を進めております。現段階では、スケジュール及び入札参加者に必要な資格等について、以下のように想定しておりま

す。また、入札参加者に必要な資格の審査については事前審査、落札者の選定方式については総合評価落札方式の実施を予定しております。 

なお、今回公表した内容は、今後の検討により変更となる可能性があります。 
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１．工事名・工事の概要等 

 

工事名 船橋市立医療センター等建替工事 

工事場所 船橋市高根町３７２番ほか（船橋都市計画事業海老川上流地区土地区画整理事業区域内） 

スケジュール 

（予定） 
令和６年５月：公告  令和６年 9月：入札  令和６年 9月：契約  令和６年 10月～令和９年１1月末：工事 

工事の概要 

 

（1）病院棟             

（2）エネルギーセンター棟    

（3）医療ガス棟           

（4）駐車場棟          

（5）救急ステーション 

階数 

地上７階、塔屋２階 

地上３階、塔屋１階 

地上１階 

地上６階、塔屋１階 

地上２階 

構造等 

S造一部 SRC造 免震構造 

RC造 

RC造 

S造（認定品） 

S造 

建築面積 

約 13,000㎡ 

約 500㎡ 

約 60㎡ 

約 2,000㎡ 

約 500㎡ 

延べ面積 

約 53,000㎡ 

約 1,300㎡ 

約 60㎡ 

約 12,000㎡ 

約 800㎡ 

（6）その他 外構、敷地造成、地盤改良工事等 

 

２．入札方式 

 

混合入札に 

関すること 

本工事の入札は、単体企業、同業種の複数企業により構成された特定建設工事共同企業体（以下「甲型 JV」という。）又は異業種の複数企業により構成

された特定建設工事共同企業体（以下「乙型 JV」という。）として入札に参加できる混合入札とする。 

ただし、相異なる入札参加者の間において、単体企業又は甲型 JV若しくは乙型 JVの構成員が重複することは認めない。 

重複して入札参加した場合、当該入札参加者の入札は無効とする。 

その他 代表者が同一の事業者にあっては、１つの事業者のみでの参加を認める。 
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３．単体企業及び JVの代表者に必要な資格、JVの結成等【１】 

 

参加形態 単体企業 甲型 JV 乙型 JV 

地域要件 なし 

業種等 建築一式工事の特定建設業の許可 

当該業種の 

格付等 

令和６・７年度船橋市建設工事入札参加有資格者名簿に記載されている当該業種の総合点数が１，5００点以上。 

ただし、本市が発注した当該業種工事を受注した者は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間において、当該工事が完成し引渡しが済んでいる

場合、工事技術検査結果の評定点合計がすべての当該業種工事で６５点未満でない者。 

施工実績 

平成２６年４月以降に工事が完成し、引渡しが済んだ部分の延べ面積が４０，０００㎡以上かつ一般病床数４００床以上の規模で、免震構造（平成十二年十月

十七日建設省告示第二千九号に規定するものに限る。以下同じ。）の国内の病院（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第７条第２項第５号の「一般病床」及

び第１条の５第１項に規定する「病院」をいう。以下同じ。）の新築工事、改築工事又は増築工事（改築部分又は増築部分の延べ面積が４０，０００㎡以上かつ

一般病床数４００床以上の規模で免震構造のものに限る。）の建築一式工事の元請実績があること（JVの場合は代表構成員に限る。）。 

配置する技術者 

(1)以下のいずれにも該当する者を専任配置すること。 

(ｱ)一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有し、当該業種における監理技術者資格者証を有する者（当該開札日現在で３ヵ月以上の恒常的雇

用関係にある者）。 

(ｲ)平成２１年４月以降に工事が完成し、引渡しが済んだ部分の延べ面積が２０，０００㎡以上かつ一般病床数２５０床以上の規模で、免震構造の国内の病

院の新築工事、改築工事又は増築工事（改築部分又は増築部分の延べ面積が２０，０００㎡以上かつ一般病床数２５０床以上の規模で免震構造のもの

に限る。）の建築一式工事の履行実績（元請実績に限るものとし、JV の場合は代表構成員に限る。）を有する者。なお、履行実績とは、監理技術者とし

て専任配置された、又は監理技術者の管理のもと、1年以上同一の工事現場で躯体関連工事を担当した実績があることを指す。 

（2）電気設備工事、空調設備工事又は給排水衛生設備工事を自ら施工する場合、建設業法第 26 条の 2 第 1

項に規定する施工の技術上の管理をつかさどる者は、以下要件を有する者とする。以下(ｱ)の電気設備技術

者、(ｲ)の空調設備技術者及び(ｳ)の給排水衛生設備技術者の間での兼務は、不可とする。 

(ｱ)電気設備技術者：「5．乙型 JV の構成員に必要な資格等」に掲げる表のうち、電気設備工事を担当する

構成員欄(2)(ｵ)の要件を有する者。 

(ｲ)空調設備技術者：上表のうち、空調設備工事を担当する構成員欄(2)(ｵ)の要件を有する者。 

(ｳ)給排水衛生設備技術者：上表のうち、給排水衛生設備工事を担当する構成員欄(2)(ｵ)の要件を有する

者。 
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３．単体企業及び JVの代表者に必要な資格、JVの結成等【２】 

 

参加形態 単体企業 甲型 JV 乙型 JV 

配置する技術者 

(3)電気設備工事、空調設備工事又は給排水衛生設備工事を下請企業に請け負わせる場合であっても、下請企

業の主任技術者とは別に、以下要件を有する技術者を配置すること。この場合において、以下(ｱ)の電気設備

技術者、(ｲ)の空調設備技術者及び(ｳ)の給排水衛生設備技術者の間での兼務は、可能とする。 

(ｱ)電気設備技術者：「5．乙型 JV の構成員に必要な資格等」に掲げる表のうち、電気設備工事を担当する構

成員欄(2)(ｵ)(ⅰ)の要件を有する者。 

(ｲ)空調設備技術者：上表のうち、空調設備工事を担当する構成員欄(2)(ｵ)(ⅰ)の要件を有する者。 

(ｳ)給排水衛生設備技術者：上表のうち、給排水衛生設備工事を担当する構成員欄(2)(ｵ)(ⅰ)の要件を有す

る者。 

 

下請企業に 

請け負わせる 

場合の要件 

 

電気設備工事、空調設備工事又は給排水衛生設備工事の主たる部分を下請企業に請け負わせる場合、一次下

請企業の要件は以下のとおりとする。ただし、入札時に特定することは求めない。 

(ｱ)電気設備工事：「5．乙型 JVの構成員に必要な資格等」に掲げる表のうち、電気設備工事を担当する構成

員欄(2)の全ての要件を有する企業。 

(ｲ)空調設備工事：上表のうち、空調設備工事を担当する構成員欄(2)の全ての要件を有する企業。 

(ｳ)給排水衛生設備工事：上表のうち、給排水衛生設備工事を担当する構成員欄(2)の全ての要件を有する

企業。 

  

  

JVを結成して 

入札に参加する 

場合 

 

  

(1)甲型 JV の各構成員が一体となって工事を施工する共同施

工方式で施工するものとする。 

(2)甲型 JVの構成員数は、５以内とする。 

(3)甲型 JVの代表者は、構成員のうち、最大の施工能力を有す

る者でなければならない。 

(4)甲型JVの代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資

比率でなければならない。 

(5)構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、当該甲型JVの

構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。 

 (ｱ)２社 ３０％ 

 (ｲ)３社 ２０％ 

 (ｳ)４社 １５％ 

 (ｴ)５社 １２％ 

(1)乙型 JVの各構成員がそれぞれ分担

して工事を施工する分担施工方式で

施工するものとする。 

(2)乙型 JV の構成員数は、建築・電気

設備・空調設備・給排水衛生設備の４

以内とする。 

（３）乙型 JVにおいて、次に掲げること

は可能とする。 

(ｱ)一の工事種目を甲型 JVで対応す

ること。 

(ｲ)一の工事種目を担当する単体企

業又は甲型 JVが、他の工事種目

の担当を兼ねること。 
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４．甲型 JVの構成員に必要な資格等 

 

地域要件 なし 

業種等 建築一式工事の特定建設業の許可 

当該業種の 

格付等 

Aランク（総合点数 85０点以上） 

ただし、本市が発注した当該業種工事を受注した者は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間において、当該工事が完成し引渡しが済んでいる

場合、工事技術検査結果の評定点合計がすべての当該業種工事で６５点未満でない者。 

施工実績 
平成２６年４月以降に工事が完成し引渡しが済んだ、国（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号）」第１条

に規定する法人を含む。）又は地方公共団体が発注した、建築一式工事の元請実績。 

配置する技術者 
一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有し、当該業種における監理技術者資格者証を有する者を専任配置（当該開札日現在で３ヵ月以上の恒常

的雇用関係にある者）。 
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５．乙型 JVの構成員に必要な資格等【１】 

 

建築工事【業種：建築一式工事】を 

担当する構成員 

電気設備工事【業種：電気工事】を 

担当する構成員 

空調設備工事【業種：管工事】を 

担当する構成員 

給排水衛生設備工事【業種：管工事】を 

担当する構成員 

(1)乙型 JV の代表者は、単体企業

として、又は甲型 JV を結成し

て、建築工事を担当しなければ

ならない。 

(2)甲型 JV を結成する場合、乙型

JV の代表者が、当該甲型 JV の

代表者を兼ねることとする。 

 

 

 

 

(1)各設備工事を担当する構成員は、単体企業又は甲型 JVとする。 

(2)単体企業又は甲型 JVの代表者に必要な資格等は、次に定めるところによる。 

(ｱ)地域要件       なし 

(ｲ)業種等         当該業種工事の特定建設業の許可 

(ｳ)当該業種の格付等 令和６・７年度船橋市建設工事入札参加有資格者名簿に記載されている当該業種の総合点数が１，４００点以

上。ただし、本市が発注した当該業種工事を受注した者は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間に

おいて、当該工事が完成し引渡しが済んでいる場合、工事技術検査結果の評定点合計がすべての当該業種工

事で６５点未満でない者。 

(ｴ)施工実績       平成２６年４月以降に工事が完成し、引渡しが済んだ部分の延べ面積が２０，０００㎡以上かつ一般病床数２５０

床以上の規模の免震構造の国内の病院の新築工事、改築工事又は増築工事（改築部分又は増築部分の延べ面

積が２０，０００㎡以上かつ一般病床数２５０床以上の規模で免震構造のものに限る。）の当該業種工事であっ

て、当該工事種目に該当するものの履行実績（以下の①から③までのいずれかに該当するものに限る。） 

          ①一括発注方式における下請実績（一次下請に限る。） 

②分離発注方式における元請実績（JVの場合は代表構成員に限る。） 

③分担施工方式における元請実績（JVの場合は代表構成員に限る。） 

(ｵ)配置する技術者  以下(ⅰ)に該当する者を専任配置すること。また、以下(ⅱ)に該当する者を病院棟躯体工事着工前の躯体の施

工図の検討段階から工事完了まで専任配置すること。なお、(ⅰ)と(ⅱ)の技術者の兼務は可能とする。 

(ⅰ)当該業種における一級施工管理技士（電気設備工事：一級電気工事施工管理技士、空調設備工事・給排水衛生設備工事：一級

管工事施工管理技士）の資格を有し、当該業種における監理技術者資格者証を有する者（当該開札日現在で３ヵ月以上の恒常

的雇用関係にある者）。 

(ⅱ)(ⅰ)の要件に加え、平成２１年４月以降に工事が完成し、引渡しが済んだ部分の延べ面積が１０，０００㎡以上かつ一般病床数１

５０床以上の規模で、国内の病院の新築工事、改築工事又は増築工事（改築部分又は増築部分の延べ面積が１０，０００㎡以上

かつ一般病床数１５０床以上の規模のものに限る。）のうち、本工事で請負う工事種目と同様の工事種目を施工した履行実績を

有する者。なお、履行実績とは、（ｴ）①～③のいずれかの立場にて監理技術者若しくは主任技術者として専任配置され、又は監

理技術者若しくは主任技術者の管理のもと、1年以上同一の工事現場で当該工事種目を担当した実績があることを指す。 
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５．乙型 JVの構成員に必要な資格等【２】 

 

建築工事【業種：建築一式工事】を 

担当する構成員 

電気設備工事【業種：電気工事】を 

担当する構成員 

空調設備工事【業種：管工事】を 

担当する構成員 

給排水衛生設備工事【業種：管工事】を 

担当する構成員 

(3)甲型 JV を結成する場合の構成員は、５社以内とする。この場合において、構成員のうち最小の出資者の出資比率は、当該甲型 JV の構成員数に応じ、次の割合以上でな

ければならない。 

(ｱ)２社 ３０％ 

(ｲ)３社 ２０％ 

(ｳ)４社 １５％ 

(ｴ)５社 １２％ 

(4)甲型 JVの代表者は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者でなければならない。 

(5)甲型 JVの代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資比率でなければならない。 

(6)甲型 JVを結成する場合、代表者以外の構成員に必要な資格等は、次に定めるところによる。 

(ｱ)地域要件        なし 

(ｲ)業種等          当該業種工事の特定建設業の許可 

(ｳ)当該業種の格付等  Ａランク（総合点数 建築工事：85０点以上、電気設備工事・空調設備工事・給排水衛生設備工事：800 点以上）。ただし、本市が発注した当該業種

工事を受注した者は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間において、当該工事が完成し引渡しが済んでいる場合、工事技術検査結果

の評定点合計がすべての当該業種工事で６５点未満でない者。 

(ｴ)施工実績        平成２６年４月以降に工事が完成し引渡しが済んだ、国（「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号）」

第１条に規定する法人を含む。）又は地方公共団体が発注した、当該業種工事の元請実績があること。 

(ｵ)配置する技術者 

一級建築士又は一級建築施工

管理技士の資格を有し、当該

業種における監理技術者資格

者証を有する者を専任配置

（当該開札日現在で３ヵ月以上

の恒常的雇用関係にある者）。 

(ｵ)配置する技術者 

当該業種における一級施工管理技士（電気設備工事：一級電気工事施工管理技士、空調設備工事・給排水衛生設備工事：一級管工

事施工管理技士）の資格を有し、当該業種における監理技術者資格者証を有する者を専任配置（当該開札日現在で３ヵ月以上の恒

常的雇用関係にある者）。 

 

その他、３～５に規定する監理技術者資格者証を有する者の変更については、「船橋市建設工事の現場代理人及び監理技術者等の工事の配置に関する基準」による。 


